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高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算
療

養
費
制
度
は
、
医
療
保
険
と
介
護

保
険
の
自
己
負
担
額
が
著
し
く
高

額
に
な
る
場
合
に
、
そ
の
負
担
を

軽
減
す
る
制
度
で
す
。
医
療
保
険

と
介
護
保
険
の
自
己
負
担
額
を
合

計
し
、
自
己
負
担
限
度
額
を
超
え

た
場
合
、
申
請
に
よ
り
そ
の
超
え

た
金
額
を
支
給
し
ま
す
。

　

世
帯
内
の
同
じ
医
療
保
険
で
、

医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
両
方
で

自
己
負
担
が
あ
っ
た
世
帯

　

８
月
１
日
か
ら
翌
年
７
月
31
日

ま
で
の
１
年
間
の
医
療
保
険
と
介

護
保
険
の
自
己
負
担
額
を
も
と
に

支
給
額
を
計
算
し
ま
す
（
平
成
28

年
７
月
31
日
現
在
に
加
入
し
て
い

る
医
療
保
険
者
が
し
ま
す
）。
同

一
世
帯
で
も
、
異
な
る
医
療
保
険

と
の
合
算
は
で
き
ま
せ
ん
。
高
額

療
養
費
、
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費

な
ど
の
支
給
対
象
と
な
る
金
額
は

除
か
れ
ま
す
。
自
己
負
担
限
度
額

を
超
え
た
額
が
５
０
０
円
以
下
の

場
合
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん

❶
　

合
算
制
度
の
支
給
対
象
と
な
る

人
に
は
、
３
月
以
降
に
お
知
ら
せ

し
ま
す
。
た
だ
し
、
平
成
27
年
８

月
１
日
か
ら
平
成
28
年
７
月
31
日

ま
で
の
間
に
転
出
し
た
人（
国
民

健
康
保
険
の
み
）や
他
の
医
療
保

険
か
ら
国
民
健
康
保
険
ま
た
は
後

期
高
齢
者
医
療
に
変
わ
っ
た
人

は
、
申
請
の
お
知
ら
せ
が
で
き
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
自
己
負
担

限
度
額
な
ど
を
参
考
に
対
象
に
な

る
か
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い

※
こ
の
場
合
、
異
動
前
の
医
療
保

険
者
ま
た
は
介
護
保
険
者
か
ら
の

自
己
負
担
額
証
明
書
が
必
要
で
す

❷
　

加
入
し
て
い
る
医
療
保
険
者

（
事
業
所
な
ど
）に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い

※
手
続
き
方
法
、
支
給
時
期
な
ど

は
保
険
者
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い

　

心
身
障
害
者
医
療
費
助
成
な
ど

の
受
給
者
で
、
す
で
に
助
成
を
受

け
て
い
る
場
合
、
高
額
介
護
合
算

療
養
費
支
給
分
が
過
払
い
と
な
る

た
め
、
医
療
費
の
調
整
ま
た
は
返

還
が
生
じ
ま
す
。
該
当
者
に
は
別

途
連
絡
し
ま
す

◉
国
民
健
康
保
険
・
医
療
費
助
成

市
民
生
活
部
国
保
年
金
課（
保
険

給
付
係
、
年
金
医
療
係
）

☎
０
２
２
０（
５
８
）２
１
６
６

◉
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

宮
城
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連

合☎
０
２
２（
２
６
６
）１
０
２
１

市
民
生
活
部
国
保
年
金
課（
年
金

医
療
係
）

☎
０
２
２
０（
５
８
）２
１
６
６

◉
介
護
保
険

福
祉
事
務
所
長
寿
介
護
課（
介
護

給
付
係
）

☎
０
２
２
０（
５
８
）５
５
５
１

　

相
談
は
完
全
電
話
予
約
制
。
前

日
ま
で
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※
予
約
の
際
に
「
相
談
者
氏
名
」

「
基
礎
年
金
番
号
」「
電
話
番
号
」

「
相
談
内
容
」な
ど
を
確
認
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す

２
月
23
日（
木
）午
前
９

時
30
分
〜
正
午
、
午
後
１
時
〜
３

時
30
分

市
役
所
南
方
庁
舎（
２
階

図
書
室
）

古
川
年
金
事
務
所

☎
０
２
２
９（
２
３
）１
２
０
０

２
月
10
日（
金
）、
２
月

24
日（
金
）午
後
１
時
15
分
〜
４
時

15
分

迫
に
ぎ
わ
い
セ
ン
タ
ー

10
日
＝
柳
渕
勝し
ょ
う

一い
ち（
司
法

書
士
）、24
日
＝
開か

い

発ほ
つ

健け
ん

次じ（
弁
護

士
）

☎
０
２
２
０（
３
４
）２
３
０
８

無
料（
要
電
話
予
約
）

産
業
経
済
部
商

業
観
光
課（
商
業
振
興
係
）

☎
０
２
２
０（
３
４
）２
７
３
４

【

２
月
28
日（
火
）❶
午

前
９
時
30
分
〜
❷
午
前
11
時
〜
❸

午
後
１
時
30
分
〜
❹
午
後
３
時
〜

宮
城
県
東
部
保
健
福
祉

事
務
所
登
米
地
域
事
務
所

▼
障
害
者
就
業
・
生
活

支
援
セ
ン
タ
ー「
ゆ
い
」　

☎
０
２
２
０（
２
１
）１
０
１
１

▼
福
祉
事
務
所
生
活
福
祉
課 （
障

害
福
祉
係
）　

☎
０
２
２
０（
５
８
）５
５
５
２

　

暮
ら
し
や
仕
事
、健
康
、家
族
な

ど
、い
ろ
い
ろ
な
悩
み
を
持
っ
て

い
る
人
か
ら
相
談
を
受
け
、解
決

方
法
を
一
緒
に
考
え
ま
す
。相
談

は
無
料
。事
前
予
約
が
必
要
で
す
。

【○
２
月
14
日（
火
）

❶
午
前
９
時
30
分
〜
11
時
30
分
／

津
山
若
者
総
合
体
育
館

❷
午
後
１
時
30
分
〜
３
時
30
分
／

豊
里
公
民
館

○
２
月
28
日（
火
）

❶
午
前
９
時
30
分
〜
11
時
30
分
／

登
米
公
民
館

❷
午
後
１
時
30
分
〜
３
時
30
分
／

錦
織
公
民
館

く
ら
し・し

ご
と
相
談
セ
ン
タ
ー
と
も
ま
ち
登
米

☎
０
２
２
０（
２
３
）９
９
６
３

０
２
２
０（
２
３
）９
９
６
４

　

日
本
在
住
の
20
歳
以
上
60
歳
未

満
の
人
は
、
国
民
年
金
に
加
入
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
加
入
者

は
、
職
業
な
ど
に
よ
っ
て
３
つ
の

グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ

加
入
手
続
き
が
異
な
り
ま
す
。

▼
第
１
号
被
保
険
者

　

自
営
業
者
、
学
生
、
フ
リ
ー

タ
ー
、
無
職
の
人
な
ど
で
、
加
入

手
続
き
は
ご
自
分
で
住
所
地
の
国

民
年
金
担
当
窓
口（
市
役
所
各
総

合
支
所
市
民
課
）で
行
い
ま
す

▼
第
２
号
被
保
険
者

　

会
社
員
や
公
務
員
な
ど
、
厚
生

年
金
保
険
加
入
者
で
、
加
入
手
続

き
は
勤
務
先
が
行
い
ま
す

▼
第
３
号
被
保
険
者

　

第
２
号
被
保
険
者
に
扶
養
さ
れ

て
い
る
配
偶
者
で
、
加
入
手
続
き

は
第
２
号
被
保
険
者
の
勤
務
先
を

経
由
し
て
行
い
ま
す

古
川
年
金
事
務
所

☎
０
２
２
９（
２
３
）１
２
０
０

市
民
生
活
部
国
保
年
金
課（
年
金

医
療
係
）

☎
０
２
２
０（
５
８
）２
１
６
６

☎
０
５
７
０（
０
５
）１
１
６
５
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